
平成２６年度事業計画
（平成26年4月1日から平成27年3月31日）

Ⅰ 基本方針

現在，我が国は，国・地方を通じた厳しい財政状況や本格的な人口減少，超高齢社会の到来

など，社会のあらゆる面で大きな変革期を迎えており，本県においても，全国に先行して過疎

化や高齢化が進行しております。

このような中，県においては，平成２０年に「かごしま将来ビジョン」を策定し，すべての

県民が郷土に夢と誇りを持ち生涯を安心して過ごせるような「力みなぎる・かごしま」，「日

本一のくらし先進県」の実現に向けて，諸般の取組を進めています。

当公社は，この県政の方向に沿って，本県農業・農村の発展と豊かで安らぎのある県民生活

の確保を図り，もって地域の振興に寄与するため，新たに農用地等の中間管理等に関する事業

を行うほか，畜産基盤等の整備，公の施設の管理運営，緑地等の景観維持等に関する事業を行

うこととします。

特に，農用地等の中間管理等に関する事業は，国の新たな農業・農村政策の４つの改革の第

１番目の改革である農地中間管理機構の創設に伴い，当公社が鹿児島県知事から鹿児島県にお

ける農地中間管理機構としての指定を受けて実施するものであります。

当公社としては，県はもちろん県農業会議，県農業協同組合中央会，県土地改良事業団体連

合会，市町村，農業委員会等関係団体との連携を図りながら，農地の有効利用の継続や農業経

営の効率化を進める担い手への農地利用の集積・集約化に寄与して参ります。

また，役職員一丸となって事業実施の適正化に努め，公益法人としての使命・役割を果たし

て参ります。



Ⅱ 事業計画

１ 公益目的事業１

（１）農地中間管理事業

農地中間管理事業は，農業経営の規模の拡大，農用地の集団化，農業への参入の促進

等による農用地の利用の効率化及び高度化の促進を図るため，当公社が農地中間管理機

構として知事の指定を受け，実施するものです。

事業の内容は，農用地の所有者から当該農用地について賃借権又は使用貸借による権

利等（農地中間管理権）を取得し，農地中間管理権を有する農用地について，担い手へ

の貸付けや改良・造成又は貸付けを行うまでの間農用地としての管理を行うものです。

事業実施に当たっては，県はもちろん県農業会議，県農業協同組合中央会，県土地改

良事業団体連合会，市町村，農業委員会，農地利用集積円滑化団体との連携を図りなが

ら進めてまいります。

借 受 面 積 単年度(ha) 累計(ｽﾄｯｸ ha)

借受面積 3,200 3,200①

うち転貸面積 3,140 3,140②

農用地として管理している面積 10 10

条件整備中の面積 50 50

貸付率 98 98②/① (%)

（２）農地売買等事業

農地売買等事業は，規模縮小や離農する農家等から農用地を買い入れ，意欲のある担

い手農家に当該農用地を売り渡し，担い手農家の経営規模の拡大を支援するものです。

事業実施に当たっては，市町村及び農業委員会，農地利用集積円滑化団体と連携して

進めてまいります。

（単位： 千円）ha，

区 分 件 数 面 積 金 額 備 考

買 入 ５０ ２５ １３０，０００

売 渡 ６０ ３０ １３０，０００

○ 関係機関・団体との連携

農地中間管理事業研修会 １回 （５月）①

県及び農地利用集積円滑化団体との連携②

・ 農地利用集積円滑化団体との協議・情報収集及び提供 随時

・ 担い手・地域営農対策協議会農地利用部会 ６回（隔月）

・ 市町村農業公社連絡協議会（農地利用集積円滑化団体） ２回（６月・３月）

関係団体との連携③

・ 農地利用集積推進会議 １回（３月）

・ 農業法人協会事務局連絡会 ２回（５月・１０月）



（３）畜産公共事業

畜産公共事業は，今後とも安定的に畜産の発展が見込まれる地域において，地域の核

となる畜産経営体の育成や畜産物の安定的な生産を図るため，飼料基盤の開発整備や家

畜飼養管理施設を整備するとともに，地域資源リサイクルシステムの構築により，畜産

による環境汚染の防止と地域住民の生活環境保全に資するため，総合的な畜産環境整備

を行う事業を進めます。

また，畜産経営における低コスト生産体制の整備や国土資源の保全に資するため，未

墾地・低利用地の山林原野等を草地，飼料畑に整備する事業を行います。

（単位：千円）○畜産公共事業全体概要

２６年度 ２５年度

地区数 事 業 費 地区数 事 業 費

10 2,149,198 10 1,906,147 243,051①畜産基盤再編総合整備事業

233,519②資源リサイクル畜産環境整備事業 4 779,166 3 1,012,685 △

36,801③草地開発整備事業（草地林地型） 1 12,484 1 49,285 △

1,959④畜産整備調査事業 1 1,296 2 3,255 △

合 計 29,22816 2,942,144 16 2,971,372 △

① 畜産基盤再編総合整備事業

奄美第５地区など継続地区に，新たに奄美第６地区を加えた10地区において，草地

・飼料畑造成，畜舎及び家畜排せつ物処理施設等を整備します。

（単位：千円）○実施地区の概要

地 区 名 関係市町村 事業実施期間 ２６年度事業費 事 業 内 容 備 考

薩摩川内市，さつま町 草地・飼料畑造成，畜舎整備，第３川薩 19～26年度 239,319

家畜排せつ物処理施設整備等

徳之島町，天城町，伊仙町， 草地・飼料畑造成，畜舎整備，奄美第５ 20～26年度 312,894

和泊町，知名町，与論町 家畜排せつ物処理施設整備等

薩摩川内市，さつま町 草地・飼料畑造成，畜舎整備，北薩 21～26年度 216,182

家畜排せつ物処理施設整備等

曽於市，志布志市，大崎町， 草地・飼料畑造成，畜舎整備，曽於第２ 22～26年度 34,823

鹿屋市輝北町 家畜排せつ物処理施設整備等

西之表市，中種子町，南種子 草地・飼料畑造成，畜舎整備，種子島第２ 22～27年度 150,663

町 家畜排せつ物処理施設整備等

三島村 草地・飼料畑造成，畜舎整備，三島 24～29年度 224,888

家畜排せつ物処理施設整備等

阿久根市，出水市，長島町 草地・飼料畑造成，畜舎整備，舞鶴 24～28年度 182,688

家畜排せつ物処理施設整備等

霧島市，伊佐市，姶良市， 草地・飼料畑造成，畜舎整備，第２姶良伊佐 25～29年度 335,914

湧水町 家畜排せつ物処理施設整備等

鹿屋市，垂水市，肝付町， 草地・飼料畑造成，畜舎整備，きもつき 25～29年度 363,297

南大隅町 家畜排せつ物処理施設整備等

奄美第６ 26～30年度 88,530 新規奄美市，龍郷町，宇検村， 草地・飼料畑造成，畜舎整備，

瀬戸内町，喜界町 家畜排せつ物処理施設等整備

合 計 10地区 2,149,198

事 業 名 事業費の増減



② 資源リサイクル畜産環境整備事業

大隅第５地区など継続地区に，新たに肝属中央第５地区を加えた４地区において，家

畜排せつ物処理施設等を整備します。

（単位：千円）○実施地区の概要

地 区 名 関係市町村 事業実施期間 ２６年度事業費 事 業 内 容 備 考

曽於市，志布志市，大崎町 家畜排せつ物処理施設整備等大隅第５ 21～26年度 57,387

枕崎市，南さつま市，南九州 家畜排せつ物処理施設整備等川辺第４ 22～26年度 125,740

市

曽於市，志布志市，大崎町 家畜排せつ物処理施設整備等大隅第６ 25～29年度 311,521

26～30年度 284,518 新規肝属中央第５ 鹿屋市，垂水市，東串良町， 家畜排せつ物処理施設整備等

錦江町，南大隅町，肝付町

合 計 4地区 779,166

③ 草地開発整備事業（草地林地型）

甑地区において，草地・飼料畑造成，畜舎及び家畜排せつ物処理施設等を整備しま

す。

（単位：千円）○実施地区の概要

地 区 名 関係市町村 事業実施期間 ２６年度事業費 事 業 内 容 備 考

薩摩川内市甑地区（里町， 草地・飼料畑造成，畜舎整備，21～26年度 12,484

上甑町，鹿島町，下甑町） 家畜排せつ物処理施設整備等

合 計 1地区 12,484

④ 畜産整備調査事業

姶良伊佐地区において，資源リサイクル畜産環境整備事業の計画策定に係る調査を

県からの委託により実施します。

（単位：千円）○実施地区の概要

２６年度事業実施

調査事業費予定期間

霧島市，伊佐市，姶良市， 資源リサイクル畜産環境整備事姶良伊佐 27～30年度 1,296

湧水町 業の計画策定に係る調査業務

合 計 1地区 1,296

地区名 関係市町村 事 業 内 容 備 考

甑



２ 公益目的事業２

（１）フラワーパークかごしま管理運営事業

フラワーパークかごしま管理運営事業は，県民に花と緑に親しむ憩いの場を提供する

とともに，花の生産と観光の振興を資するため，県からの指定を受けて「フラワーパー

クかごしま」の管理運営を行う事業です。

管理運営に当たっては，県との基本協定書に基づき，利用者の安全確保を第一に，将

来を見据えた園内の適切な管理や，利用者の多様なニーズに応えるためのイベントの企

画など，設置目的である三つの機能を発揮できるよう努めます。

平成２６年度は，これまでに引き続き樹木や花壇の適切な管理のほか，季節に応じた

植物や品種の展示などを実施するとともに，５月のスプリングフェスティバルや８月の

とうろうの夕べ，１２～１月のウィンターフェスティバル，２月～３月のフラワーフェ

スティバル（一足早い春祭り）ほか，園芸教室やカルチャー教室などの催し物を通じ

て，利用者に満足していただける施設となるよう様々な取組みを進めるとともに，一層

の誘客対策に努めます。

なお，本年４月には消費税率が５％から８％に変更になることから，入園料の改訂の

周知を図ることにします。

① ２６年度達成目標

ア 入園者数 １５５，０００人（対前年度実績見込み）

イ 体験教室等受講者数 ３７０人（対前年度実績見込み）

② 事業内容

項 目 内 容

１ 情報発信等 ①的確・タイムリーな情報発信

・開花状況やイベントをホームページで公開

・年間を通じて，テレビ（２回／週）・ラジオ（１回／週）

によるフラワーパークかごしまの紹介

・マスメディアや県内外の旅行代理店に対する訪問による

ＰＲ，情報提供

・地元情報誌等への広告掲載など

②平等な予約制度

・体験教室などは，申込期間内の予約順位を原則

③障害者や高齢者への配慮

・車いす，ベビーカーの無料貸出

・園内バスの優先利用

２ 安心・安全 ①事故・災害防止

な施設管理 ・開園前の園内道路・駐車場の巡視清掃及び施設設備の点検

・遊具・池を毎日職員が巡視し，目視及び触診での点検

・休憩所・トイレ等の日常点検

・園内バス，カート，車椅子等の日常点検

・台風等の場合は，事前の防災対策と臨時休園等の安全対策の

実施

・入園者への不測の事態に備えて，施設賠償責任保険等に加入



２ 安心・安全 ・ＡＥＤ設置と地元消防署の指導での避難・消火訓練の実施

な施設管理 ②専門業者による点検

・浄化槽・消防設備・電気設備・ボイラー等の定期点検

・夜間の管理事務所への不審者侵入防止対策の機械警備

３ 適正な園管 ①植物管理

理 ・花壇は年３～４回の植え替えを基本に，花が途絶えることの

ないよう比較的大きな五つの花壇の植え替え時期を調整

・花木は開花終了時や秋冬期の剪定と適切な肥培管理，緑化樹

等は剪定及び間伐

・松は，無人ヘリコプター等による防除及び被害木の伐採

・温室・屋内庭園は，熱帯亜熱帯の貴重な植物の適切な管理

・園路・花壇周辺の雑草の草刈り

４ 利用増進対 ①イベント等の開催

策 ・スプリングフェスティバル

５月のゴールデンウィークの５月３～６日に，子供から大

人まで楽しめるステージショーや，鉢物や花苗等の販売，

寄せ植え教室等を実施

・とうろうの夕べ

８月２～17日に，ロウソクやＬＥＤの灯ろうで園内を装飾

し，土日は夜店の雰囲気を味わえるようなゲーム・出店を

設置

・ウインターフェスティバル

12月６日～29日及び１月１～４日に，ＬＥＤを主体とした

イルミネーションで園内を装飾し，12月21～25日には，大

ホール内でのステージショーで，クリスマスムードを盛り

上げ，１月１日には正月らしい催し物を実施

・フラワーフェスティバル（一足早い春祭り）

２月上旬～３月上旬に，早咲きの桜「伊豆の踊子」を中心

に早春の花の展示紹介を実施

②園芸教室等の開催

・体験教室

アートフラワー，トールペイントや新たにハワイアンリボ

ンなどのカルチャー教室を年８回，寄せ植えや挿し木など

の園芸教室を年12回実施

・植物展示

アジサイやハイビスカス，シクラメン等，季節に応じた

花や花木などの展示を年11回開催

③広報宣伝

・上記各イベント毎に，テレビ・ラジオ・新聞等での告知

・ポスターやパンフレットの配布

・各関係機関への通年広報

・県内外への旅行業者に対する誘客対策

・周辺地域の各種学校へのイベント等の広報



項 目 内 容

５ 地域との連 ①地元イベントとの連携

携による運営 ・当園を通過する菜の花マラソンへの協力

・菜の花マーチのウオーキングコースを園内に誘致

②学校等との連携

・地域の学校等が主催する職場体験学習や，パーク施設を利用

して行われる総合的学習，又は環境学習，花や自然とふれあ

う体験学習や観察会の施設提供

③地元関係機関との連携

・県内生産者組織へのさし穂・種子の譲渡，栽培等に関する技

術の提供

・地域の景観づくりのためのさし穂・種子の譲渡

・フラワーホール等の施設は，地域関係機関団体の展示会場と

して積極的に提供

・指宿地域観光推進協議会との連携による広域的な観光キャン

ペーンの実施



（２）公園等管理運営事業

公園等管理運営事業は，県民の豊でやすらぎのある生活を確保するため，県や市町村

の指定を受けて県立公園や市町村施設の管理運営を行う事業です。

管理運営に当たっては，県や市町村との基本協定書に基づき，巡視活動や清掃を徹底

し，安全で快適な公園環境を提供するとともに，管理に携わる一人一人が各公園や施設

の特性，役割を十分理解し，地域に因んだイベントを実施するなど，地域や利用者から

信頼される管理運営に努めます。

平成２６年度は，引き続きキャンプ場の通年開園とオフシーズンの利用料金の割引や

利用者のニーズに合った閉園時間の延長など利用者の利便性の向上を図るとともに，野

鳥観察・ピザ作り・トールペイントの教室など各公園のコンセプトにあったイベントの

実施や公園周辺のボランティア団体と連携して七夕飾りやジャンボ門松を設置するな

ど，満足していただける施設となるよう様々な取組みを進めてまいります。

また，都市緑化フェアーで広まった県民の緑化活動をさらに推進するため，県内各地

のボランティア団体の緑化活動の支援や都市緑化意識の普及・啓発を行って参ります。

なお，本年４月には消費税率が５％から８％に変更になることから，利用料金の改訂

の周知を図ることにします。

① 県立公園の管理運営

吹上浜海浜公園，大隅広域公園，北 広域公園の管理運営

ア ２６年度達成目標

ⅰ 入園者数 ９４６，０００人（過去５年平均の102％）

ⅱ 体験教室等受講者数 ４２，０００人（過去５年平均の102％）

イ 事業内容

項 目 内 容

１ 情報発信等 ①的確・タイムリーな情報発信

・公園のイベントや予約状況をホームページで公開

・ブログの更新，ライブカメラによる天気情報の発信

・施設独自のポスターの作成・配布

・マスメディアへの情報提供

②平等な予約制度

・施設の利用順位は，申込み期間内の予約順位を原則

③障害者や高齢者への配慮

・園路等の段差解消

・車いす，ベビーカーの無料貸出

２ 安心・安全 ①事故・災害防止

な施設管理 ・巡視活動による異常個所，不審者の早期発見。異常個所

は，安全が確認出来るまで施設利用中止

・休憩所・トイレ等の日常点検

・遊具については，巡視員による日常点検，専門業者によ

る点検（１回／年）

・ＡＥＤの設置と地元消防署の指導による研修会の実施



項 目 内 容

２ 安心・安全 ②専門業者による点検

な施設管理 ・専門的知識，取扱資格を要する浄化槽等の施設の外部委託

・夜間の管理事務所への不審者侵入対策として，機械警備を

実施

・キャンプ場利用者の安全管理のため，警備員を配置

３ 適正な園地 ①実績データーに基づく園地管理

管理 ・鹿児島県から提示された管理基準を満たす。

・利用頻度の高いエリアの芝刈りや除草の回数を増やす。

・樹木の特性を考慮した施肥，剪定の実施

②樹林・竹林・松林の管理

・定期的に間伐による景観の保持

・不良木，被害木の除伐

③耕作地の管理

・園内の田畑を適正に管理し，地元小学生の田植え体験，来園

者の収穫体験等に活用

４ 利用増進対 ①施設利用機会の拡大

策 ・利用者のニーズにあった閉園時間の延長

・キャンプ場の通年開園とオフシーズンの利用料金３０％割引

・有料施設（カート場，プール，レンタサイクル）の無料開放

デイの実施

②イベントの実施や誘致

・魚料理教室やピザ作り，トールペイント教室など各公園の

コンセプトにあったイベントを１８０回実施

・交通規制や選手の安全確保の観点から好評となっている

マラソン大会，駅伝大会の誘致

・県内では数少ない天然芝コートの特性を生かし，サッカー大

会やラグビー大会を誘致

・マリンポートにおいて，写真撮影会や凧作り体験会，ぜんざ

い無料配布等のイベントを実施

③ サービス向上の取組

・キャンプ場宿泊者を対象としたドングリクラフトや竹細工体

験会，竹の子掘り体験会等を実施

・季節感を感じる公園運営を目指し，七夕飾りやジャンボ門松

を設置

５ 地域との連 ①ＮＰＯ団体等との連携

携による運営 ・地元ＮＰＯ法人等との連携によるクライムアップツリーや

星空観察会等のイベント実施。

・ボランティアによるホタルの飼育や清掃活動

②地域との連携

・地域との連携による祭りやコンサートの実施

③周辺施設との連携

・福祉施設や農業高校からの花苗の購入



② 市町村施設の管理運営

南さつま市人工芝サッカー場，さつま町かぐや姫グラウンドの管理運営

ア 事業内容

項 目 内 容

１ 情報発信等 ①的確・タイムリーな情報発信

・予約状況をホームページで公開

②平等な予約制度

・施設の利用順位は，申込み期間内の予約順位を原則

２ 安心・安全 ①事故・災害防止

な施設管理 ・巡視活動による異常個所，不審者の早期発見。異常個所は，

速やかな修繕と立ち入り禁止措置

・休憩所・トイレ等の日常点検

②専門業者による点検

・専門的知識，取扱資格を要する浄化槽施設については，

専門業者に委託し適正な管理を実施

３ 適正な園地 ①人工芝サッカー場の管理

管理 ・南さつま市から提示された管理基準を満たす。

・専用マシンによるブラッシング，ゴムチップの補充

②かぐや姫グラウンドの管理

・さつま町から提示された管理基準を満たす

・冬芝播種による緑の芝生の維持

・競技種目に応じた芝生の刈り込み高さの調整

・知識と経験に基づく散水，施肥，殺菌剤等の撒布

・痛みの激しい個所の補植によるグラウンドコンディション

の維持。

４ 地域との連 ①地元との連携による大会の誘致

携による運営 ・県立公園と合わせて多くのコートを有する特色を生かし，

小学生から社会人までのサッカー大会やラグビー大会を

誘致

③ 花と緑のまちづくり

全国都市緑化かごしまフェアを契機にして，花と緑の豊かなまちづくりを推進

ア 事業内容

項 目 内 容

花・緑のまちづ ①県民への都市緑化意識の普及・啓発

くり ・園芸教室，講演等の実施

・花苗・種子等の提供

②都市緑化フェア参加ボランティア団体の緑化活動支援

・ボランティア団体の組織化（連絡協議会の設置）と

活動拠点（事務局）担当



項 目 内 容

花・緑のまちづ ・播種・育苗個所の連携拡大

くり ・花苗・樹木苗の提供

③都市緑化フェア記念事業の実施

・各種ガーデニングコンテストや園芸教室等の実施



３ 収益事業

（１）緑地等管理受託事業

鹿児島県や市町村，団体等の委託を受けて，県内の緑地や花壇，修景施設等を管理す

る事業です。

効率的な作業と経費縮減に努め，収益の確保を図ります。

２６年度は，ふれあいとゆとりの道づくり（路傍樹育成保全）委託をはじめとする

１１地区を受託する計画です。

（単位：ｈa，千円）

委託元 地 区 名 事 業 量 金 額 備 考

鹿児島県 ふれあいとゆとりの道づくり

（路傍樹育成保全）委託 23.58 100,000

鹿児島空港周辺用地修景施設

管理業務委託 1.40 11,124

鹿児島港臨港道路公園緑地管理

委託（１工区） 9.75 27,540

マリンポートかごしま管理業務

委託 10.30 34,236

県庁舎花壇管理業務委託

0.20 7,344

県農業開発総合センター花き部

敷地 外周除草等業務委託 0.26 356

工業用水道部場内管理業務委託

0.50 551

加世田日吉自転車道線管理業務

委託 3.35 3,857

県文化振 上野原縄文の森園地管理業務

興財団 委託 25.00 22,140

霧島アートの森園地管理業務

委託 13.00 18,576

鹿屋市 鹿屋市道黒羽子線等植樹帯管理

委託業務 0.43 734

合 計 87.77 226,458

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃



（２）フラワーパーク売店運営事業

来園者（地元，県内，県外）の多様な要望に応えるため，本県の特産品や地元産品，

鉢物等を陳列・販売を行う事業です。

来園者のニーズを踏まえた品揃えをすすめ，収益の確保を図ります。

（３）駐車場等運営事業

にわ都市駐車場及び名山駐車場の運営や，公社ビルの空きスペースを賃貸し，収益の

確保を図ります。

駐車場等 内 容 等

にわ都市駐車場 月極駐車場

時間貸し駐車場

セブン－イレブン鹿児島南栄５丁目店

名山駐車場 月極駐車場

土日等デパートへ貸付

公社ビル ファミリーマート鹿児島市役所前店

鹿児島市役所西別館（仮称）設備工事特定建設工事共同企業体

鹿児島頭脳センター



（単位 ： 千円）

当 年 度 前 年 度 増 減

Ⅰ 一般正味財産増減の部

１． 経常増減の部

(1) 経常収益

基本財産運用益 307 304 3

特定資産運用益 26,736 30,581 △3,845

事業収益 2,297,345 1,862,986 434,360

受取補助金等 2,489,856 2,243,414 246,442

雑収益 475 1,382 △907

経常収益計 4,814,720 4,138,667 676,053

(2) 経常費用

事業費 4,779,507 4,109,969 669,537

管理費 35,974 23,786 12,188

経常費用計 4,815,481 4,133,755 681,726

評価損益等調整前当期経常増減額 △761 4,912 △5,672

評価損益等計 0 0 0

当期経常増減額 △761 4,912 △5,672

２． 経常外増減の部

固定資産売却益 0 0 0

前期損益修正益 0 0 0

経常外収益計 7,263 1,622 5,641

固定資産売却損 0 0 0

除却損失 1,006 1,593 △586

前期損益修正損 0 0 0

経常外費用計 8,269 1,593 6,677

当期経常外増減額 △1,006 29 △1,036

税引前当期一般正味財産増減額 △1,767 4,941 △6,708

法人税、住民税及び事業税 71 71 0

法人税等調整額 0 0 0

当期一般正味財産増減額 △1,838 4,870 △6,708

一般正味財産期首残高 3,663,453 4,217,021 △553,568

一般正味財産期末残高 3,661,615 4,221,891 △560,276

Ⅱ 指定正味財産増減の部

基本財産運用益 307 304 3

基本財産受取利息 307 304 3

特定資産運用益 0 3,839 △3,839

特定資産受取利息 0 3,839 △3,839

一般正味財産への振替額 △307 △303,143 302,836

一般正味財産への振替額 △307 △303,143 302,836

当期指定正味財産増減額 0 △299,000 299,000

指定正味財産期首残高 19,160 318,160 △299,000

指定正味財産期末残高 19,160 19,160 0

Ⅲ 正味財産期末残高 3,680,775 4,241,051 △560,276

１　収支予算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

科 目

　Ⅲ　平成２６年度収支予算書



（単位 ： 千円）

公益目的事業会計 収益事業等会計 法 人 会 計 合 計

Ⅰ 一般正味財産増減の部

１． 経常増減の部

(1) 経常収益

基本財産運用益 307 0 0 307

特定資産運用益 13,344 0 13,392 26,736

事業収益 1,979,201 318,145 0 2,297,345

受取補助金等 2,489,856 0 0 2,489,856

雑収益 37 55 383 475

経常収益計 4,482,745 318,200 13,776 4,814,720

(2) 経常費用

事業費 4,503,871 275,636 0 4,779,507

管理費 0 0 35,974 35,974

経常費用計 4,503,871 275,636 35,974 4,815,481

評価損益等調整前当期経常増減額 △21,126 42,564 △22,198 △761

評価損益等計 0 0 0 0

当期経常増減額 △21,126 42,564 △22,198 △761

２． 経常外増減の部

経常外収益

引当金戻入額 7,263 0 0 7,263

経常外収益計 7,263 0 0 7,263

経常外費用

除却損失 486 520 0 1,006

引当金繰入額 7,263 0 0 7,263

経常外費用計 7,749 520 0 8,269

当期経常外増減額 △486 △520 0 △1,006

他会計振替額 20,245 △20,245 0 0

税引前当期一般正味財産増減額 △1,368 21,799 △22,198 △1,767

法人税、住民税及び事業税 0 71 0 71

法人税等調整額 0 0 0 0

当期一般正味財産増減額 △1,368 21,728 △22,198 △1,838

一般正味財産期首残高 1,503,706 646,527 1,513,220 3,663,453

一般正味財産期末残高 1,502,339 668,255 1,491,021 3,661,615

Ⅱ 指定正味財産増減の部

基本財産運用益 307 0 0 307

基本財産受取利息 307 0 0 307

一般正味財産への振替額 △307 0 0 △307

一般正味財産への振替額 △307 0 0 △307

当期指定正味財産増減額 0 0 0 0

指定正味財産期首残高 19,160 0 0 19,160

指定正味財産期末残高 19,160 0 0 19,160

Ⅲ 正味財産期末残高 1,521,499 668,255 1,491,021 3,680,775

(1)

(2)

２　収支予算書内訳表（総括）

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

科 目


